
 

 

鉢花等栽培資材価格高騰対策事業実施要領 

 

鉢花等栽培資材価格高騰対策事業については、福島県農産振興事業補助金交

付要綱（平成１６年４月１日制定。以下、「交付要綱」という。）及び福島県農

産振興事業事務取扱要領（平成１６年４月１日制定。以下、「事務取扱要領」と

いう。）に定めるもののほか、この要領に定めるところにより実施する。 

 

第１ 事業の目的 

 シクラメンやカーネーションなどの鉢物類やパンジー、マリーゴールド

などの花壇用苗物類（以下、「鉢花等」という。）の栽培に使用する培養

土や鉢、ポリポット等の資材価格が高騰していることから、鉢花等の生産

に必要な経費の一部を支援することで経営の継続を図り、農業産出額の低

下を防ぐ。 

 

第２ 事業の内容等 

   別表１のとおり 

 

第３  補助 

県は予算の範囲内において、交付要綱の定めるところにより事業実施主体

に対し補助するものとする。 

 

第４ 事業実施の事務手続き 

１ 事業実施計画の策定 

事業実施主体は、事業実施計画書【様式１号】を作成し、事業実施計画承

認（変更）申請書【様式２号】に添付して、知事に提出する。 

２ 計画承認 

知事は、事業実施計画書の内容を審査し、適当と認められる場合には、事

業実施計画の承認を行うものとする。 

 

第５ 事業計画の変更 

交付要綱別表１に定める重要な変更を行う場合は、第４の１及び２に準じ

て変更手続きを行うものとする。 

 

第６ 事業の実施期間 

   本事業の実施期間は単年度とする。 

 



 

 

第７ 事業の実績報告 

 事業実施主体は、事業完了後、鉢花等資材価格高騰対策事業実績報告書【様

式１号】を作成し、事業実施年度の翌年度の４月末日までに知事に報告する

ものとする。 

 

第８ その他 

１ 交付要綱第１号様式中「２事業の内容（実績）」の別に定める様式につい

ては、【様式３号】のとおりとする。 

２ 交付要綱第４号様式中の注２の実施状況が分かる資料は、【様式３号】の

とおりとする。 

３ この要領に定めるもののほか、本事業の実施に必要な事項は知事が別に定

めるものとする。 

 

   附則 

１ この要領は令和５年１月20日から施行する。 

 

２ この要領は令和５年８月１日から施行する。 

 

３ この要領は令和６年12月18日から施行する。 

 

４ この要領は令和７年12月23日から施行する。 

 



 

 

別表１ 

事業の内容 

事業の

内容 

事業実施

主体 
補助対象 補助額 採択要件 

資 材 高

騰対策 

農 業 協 同

組合、農業

者 等 が 組

織 す る 団

体※１ 

鉢花等の生

産に係る経

費 

鉢物類 

定額 80円/㎡以内 

 

花壇用苗物類 

定額 40円/㎡以内 

 

以下に定める鉢物類、花壇用苗物類を栽培する受益農家があること。  

１ 補助対象とする鉢物類、花壇用苗物類の定義は以下のとおりと

し、具体的品目は別表２のとおりとする。 

【鉢物類】 

硬質または軟質の鉢に植えて流通し、そのまま室内装飾にも利用

できる商品形態を備えた花き※２。 

【花壇用苗物類】 

硬質または軟質の鉢に植えて流通し、花壇や寄せ植え用に植え替

えてから利用するための花き。 

２ 補助金の交付対象となる面積は令和７年４月１日から令和８年

３月３１日までの間に出荷するために鉢花等を生産している田ま

たは畑において鉢花等を生産している面積とし、露地栽培の場合

はほ場面積、施設栽培の場合は施設面積とする。ただし、同一ほ場

で複数回鉢花等を生産する場合は令和７年４月１日から令和８年

３月３１日までに出荷する鉢花等の作付面積の合計とする※３。 

事務費 

 

役務費、旅

費、需用費、

雑役費 

定額 

（ただし500千円を

上限とする。） 

資材高騰対策を実施していること 

※１：農業者等が組織する団体とは３戸以上の生産者からなる組織とし、組織の規約および会計等に関する規定を制定している組

織とする。 

※２：花きとは鑑賞の用に供される植物のことを指す。 

※３：面積の単位はｍ２とし、ｍ２未満の端数は切り捨てる。



 

 

別表２ 補助対象の具体的品目 

具体的品目名 

アイビー、アオエニウム、アカシア、アカベ、アークトチス、アグロステンマ、アゲラタ

ム、アサガオ、アジサイ、アジュガ、アスター、アスパラガス、アッツザクラ、アネモネ、

アマランサス、アメジストセージ、アラビス、アリウム、アリッサム、アルストロメリ

ア、アルセア、アルメリア、アロマティカス、アンゲロニア、イソトマ、イチゴ、イベリ

ス、イボメア、インパチェンス、ウォーターマッシュルーム、エキナセア、エキノプス、

エケベレア、エニシダ、エボルブルス、エリゲロン、オキシベタラム、オステオスペルマ

ム、オダマキ、オリヅルラン、オリーブ、オルレア、オレガノ、ガイラルディア、カーネ

ーション、ガーベラ、ガウラ、ガザニア、カスミソウ、カプシカム、カラー、カラーグラ

ス、カランコエ、カランドニア、カリシア、カリブラコア、カルーナ、ガレキフォリア、

カレックス、カワラナデシコ、カンパニュラ、キキョウ、キク、キチジョウソウ、キバナ

コスモス、ギボウシ、キンセンカ、キンギョソウ、クコ、クフェア、クラッスラ、クリス

マスローズ、クリプタンサス、クリムゾンクローバー、クレオメ、クレマチス、クローバ

ー、クロサンドラ、ケイトウ、コウモリラン、コーヒー、コキア、コスモス、コプロスマ、

コリウス、コルジリネ、コロニラ、ゴンフレナ、コンボルブルス、サイネリア、サネカズ

ラ、サボテン、サルビア、ジギタリス、シクラメン、シダ、ジニア、ジャメスブリテニア、

シュウメイギク、シュガーバイン、シュロ、シルバーダスト、シルバーレース、シレネ、

シロタエギク、ジンチョウゲ、スカビオサ、スキミア、ステラ、ストケシア、ストレプト

カーパス、スミレ、セダム、スピラエア、セトクレアセア、セラスチューム、ゼラニウ

ム、セロシア、セントーレア、センニチコウ、ソテツ、ソラナムパンプキン、タイム、タ

チアオイ、タナセタム、ダリア、チェイランサス、チェリーセージ、チモフィラ、チョコ

レートコスモス、チランドシア、ツノナス、ツルキキョウ、ツルニチソウ、ディッキア、

ディコンドラ、ディセントラ、ディモルフォセカ、デージー、テーブルヤシ、デプラデニ

ア、テラス、デルフィニウム、トウガラシ、トラディスカンチア、トレニア、ナスタチュ

ーム、ナデシコ、ニコチアナ、ニチニチソウ、ネペタ、ネメシア、ネモフィラ、ノースポ

ール、ノリウツギ、ハオルチア、バーベナ、パイナップルセージ、ハツユキカズラ、ハナ

イチゴ、ハボタン、バラ、パンジー、ビオラ、ビデンス、ヒペリカム、ヒポエステス、ヒ

マワリ、ヒューケラ、ヒョウタン、ビルベルギア、ピレア、ビンカ、フィオリーナ、フェ

リシア、フクシア、プチロータス、フユサンゴ、ブラキカム、プラチーナ、プリムラ、ブ

ルーデージー、プレクトランサス、ブレクナム、フロックス、ヘーベ、ベゴニア、ヘチ

マ、ペチュニア、ペラルゴニウム、ヘリオトロープ、ベルフラワー、ブルーベリー、ペン

ステモン、ペンタス、ポインセチア、ポーチュラカ、ホルミナム、マーガレット、マサ

キ、マツバボタン、マツムラソウ、マリーゴールド、マンデビラ、マンリョウ、ミニトマ

ト、ミムラス、ミヤコワスレ、ムギワラギク、ムルチコーレ、メカルドニア、メランポジ

ウム、モンステラ、ヤコウボク、ユーカリ、ユーフォルビア、ユッカ、ユリ、ユリオプス

デージー、ヨウラン、ラナンキュラス、ラベンダー、ランタナ、リシマキア、リナリア、

リビングストンデージー、リプサリス、ルクリア、ルドベキア、ルピナス、レウィシア、

レックスベゴニア、レデボウリア、レモン、レモングラス、ローズゼラニューム、ローズ

マリー、ロータスブリムストーン、ローダンセマム、ロケア、ロベリア、ワイヤープラン



 

 

ツ、ワスレナグサ 

※補助対象品目について別表１の定義に該当するが、具体的品目に記載がない品目に

ついては、知事と協議して定めるものとする。 


